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四日市市男女共同参画センター処務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和３年３月３１日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市男女共同参画センター処務規程の一部を改正する規程 

四日市市男女共同参画センター処務規程（平成８年四日市市訓令第６号）の一部を

次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 （職員）  （職員） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 前項に定めるもののほか、必要な場

合は、副所長及びチーフ婦人相談員を

置くことができる。 

２ 前項に定めるもののほか、必要な場

合は、副所長を置くことができる。 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 

５ チーフ婦人相談員は、上司の命を受

けて女性相談に係る特定の事務又は一

般の事務を処理する。 

 

 

   附 則 

 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

（市民文化部男女共同参画課） 


